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1 ホ且織

選挙管理委員会は、公正な選挙を行うため、長から独立した機関として置かれるもので、

議会において選出された4人の委員により構成されている。

また、選挙管理委員会に関する事務を処理するため、事務局が置かれている。

(1)選挙管理委員会

ア公正中立の執1訓を関

イ議会選出4人の委員構成による委員会制(補充員として委員と同数の4人を選出)
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2 事務分掌

総務啓列系

住)委員会に関すること。

(2)1哉員の人事、給与、服務等に関すること。

(3)予算の経理に関するとと。

(4)公印の管理に関するとと。

(5)委員会の刃噺呈の制定改廃に関tること。

(6)文書の収受、発送及鯏呆存に関すること。

(フ)選挙鉾公に関するとと。

(8)選挙の啓発、周知等に関すること。

四)選挙運動及ひ政冶活動に関すること。

(10)イ戻補者及び当選人に関すること。

住1)選挙の公営に関するとと。

(12)投票区及て刈妾芽斤に関すること。

(13)そのイ佃巽挙関係事項のキ旨導に関すること。

(14)他のイ系の所管に属しないこと。

選挙管理係

(1)有権者の資格調査に関すること。

(2)各衝巽挙人名簿に関すること。

(3)各種選挙の管理訓テに関tること。

(4)最高裁判肩識判官国民審査に関tること。

(励直1妾請求に関するとと。

(6)裁判員制度に関すること。

(フ)検察審査会に関すること。

(8)国民投票制度に関すること。

(9)選挙制度の調査研究に関すること。
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3 所管事務の現況等(選挙管理事務)

(1)「公1調巽挙法」に基づく事オ努事・業

ア選挙に関する事務の管理

衆議院卜選挙区選出議員選挙

衆議院比例代表選出議員選挙

参議院選挙区選出議員選挙

参議院比例代表選出議員選挙

県知事選挙

県議会議員選挙

市長選挙

市議会議員選挙

イ選挙人名簿の調製(登録、抹消)

登録者数(令和3年6月1日現在)

ウ 投票管理者、投票立会人及び開票管理者の園壬

投・開寿斤の事前調査、投票区の設定

選挙運重力及ひ政冶活動に関する1旨i尊

明るい選挙描_佳事業の実践力

(2)地方自冶法その他の法令に基づく事務事業

ア「最高裁判E幟判官国民審査法」に基づく国民審査

最高裁判亘識判官のイ壬命後、初めて行われる衆議院談員総選挙の際に実施'(10年経過

後再審査)

男 158,

女 191,

言十 349,

イ 「検察審査会法」に基づく検察審査員イ尉甫者予定者の選定事務

(ア)毎年9月1日までに、検察審査会事務局から選挙管理委員会へ翌午に広、要な員数

が割り当てられる。伶和3年イ尉甫者 189人)

(イ)この割り当てられた員数を、選挙管理委員会は9月1日調製の選挙人名簿登録者

の中から、選考プログラムによりくじで選定する。

(ウ)検察審査員イ尉甫者予定者に選定された選挙人の氏名、住所、生年月日を記載した

名簿を調製して、 10月15日までに検察審査会事務局へ遡寸tる。

658人

241人

899人
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ウ 「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に基づく裁判員イ財甫者予定者の選定事務

(ア)毎年9月1日までに、地方裁判所から選挙管理委員会へ翌年に必要な員数が割り

当てられる。(令和3年イ剣甫者'431人)

(イ)こ,の御円当てられた員数を、選挙管理委員会は9月1日調製の選挙人名簿登録者

の中から、選考プログラムによりくじで選定する。

(ウ)裁判員イ財甫者予定者に選定された選挙人の氏名、住所、生年月日を乱識した名簿

を調製して、 10月15日までにナ也方裁判所へ遡d司、'る。

コニ 直嬬青求に関する署瑠審査事務

ナ也方由治法が定める直接請求は、普通ナ也方公共団体の議会の議員及び長の選苓霍を

有する者が一定の連署をもって、その代表者から請求をすることができる。
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(ア)条例制定又は改廃の請求仕也方自冶法第74条)

(イ)監査の請求

(ウ)議会の解齢青求

(エ)議会の議員の"斡鯱青求

請求のチ鯲頁

(オ)長の角画垢青求

仂)主更公務員の力剥哉請求

このほか、他の法律及び本市の条例によって、これらと同種の制度が認められている

ものに、次のものがある。

け也方自冶法第75条)

(1也方自治法第76条)

(キ)市町村合イ并協議会設置の請求

(市町村の合併の樹列に関する法律第4条及び第5条)

(H妨自治法第80条)

ψ)合併協議会設置協議についての選挙人投票の詰求

(市町村の合イ并の特例に関する1去衛菓4条及び第5条)

仕也方自冶法第81条)

50分の1以上

(地方自治法第86条)

(ケ)教育委員会の教育長又は委員のヨ剥哉請求

仕也方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条)

必要数

請求の種=質

50分の1以上

(コ)政1台f命理審査会への調苛青求
(長崎市議会議員政冶倫理条例第8条及び同条例施行規程冴犯条)

3分の1以上

オ

3分の1以上

特別法の住民投票事務

ナ也方自治法第261条に基づく特別法の住民投票の事務を行う。

3分の1以上

3分の1以上

必要委女

50分の1以上

6分の1以上

3分の1以上

選挙権を有する者50人

以上又1筋義員4人レ1上
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力 田本国憲法の改正判売に関する法律」に基づく国民投票の執行に関する事務

4 選挙啓発事業の概要

選挙劉オの貸出し

事業名

出謝受業、模擬讐挙

わかもの迂捧クロストーク

啓発ポスターコンクーノレ

明るい選挙推進長崎市協議

会主催のスポーツ大会

小・中・高校生を文豫に実施

話しあい学習会の開催

(おたくさの会)

小・中・高校生を文橡に実施(主権者教育)

5 1巽挙執1テの予定

(1)衆議院議員総選挙及び最高裁判再識判官国民審査

任期満了日:令和3年10月21日【イ鶚"4年】

高校生から社会人を刻象に選挙をテーマにした

ワークショップを実施

事業概要

小・中・高校生を刻象に、選挙啓発のポスターを

募集

市老人クラブ漣合会と剣崔し、グラウンド・ゴル

フ大会、ペタンク大会を実施

選挙P啓発に関することなど、自主的な学習を行う

(2)県知事選挙

任期満了日:令和4年3月1日【イ鶚"4年】
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